
エーザイ豊友会 関西支部会則付則（運用基準） 
 

 

第４条 （入会）支部入会金は、入会時のみ１,０００円を徴収し、支部会員に対する通信連絡費と

する 

第５条 （役員）役員再任の制限 

（１）７５歳を越える役員の再任は認めない 

 （２）支部長の任期は 2期 4年までとする 

     （３）役員（支部長、副支部長、理事、監事、事務局長）を退任した理事は参与 

として支部運営に参画する 

（４）参与（非役員）の任期は就任後最長４年とする（ただし自己都合による

退任は認める） 

第９条 （事業） 

（１）イ．会員の親睦会は総会時に行うことを原則とする。 

    ロ．会員全員で行うリクレーション的な行事を年 2回（集う会・放談会）開催する 

ことを原則とする。 

        ハ．公式行事の集う会は参加費で運営する。これまで要望のあったご家族 

  の参加を可とする。 

（２）  会員名簿作成 

（３）イ．同好趣味の会などは、その代表者からの申請により、理事会が認めたものと 

     する。 

    ロ．①同好趣味の会成立条件：５名以上のメンバーであること。 

     ②同好趣味の会運営条件：会ごとの自主運営とする。      

 第１０条（運営） 

本会の運営に関する費用（支部入会金・豊友会交付金・臨時会費）の管理は原則として事 

務局長ならびに会計担当理事が行い、監事の監査を受ける。 

 第１１条（事務局の設置） 

 エーザイ豊友会関西支部事務局をエーザイ㈱大阪コミュニケーションオフィス内に置く。 

（１） エーザイ㈱大阪コミュニケーションオフィスはエーザイ㈱総務部および人事部よ

り確認書に基づき、エーザイ豊友会関西支部の事務局を設置し、その担当者を置く。 

     （２）事務局担当者の任期 

担当者がエーザイ㈱の人事異動により、異動した日までとする。 

（３）事務局担当者の後任 

        人事異動により担当者異動があったとき、エーザイ㈱西日本長に、すみやかに後任

者を指名していただく。 

（４） 前任者・後任者間で引継ぎは必ず行っていただく。 

（５）事務局担当者の業務 

事務局長の指示により会議室の予約を行う。 

  

 

［改訂］ 

平成１２年４月１日 改訂  

・第７条  ［役員再任の制限］追加 

・第９条  （６）項 追加 

・第１１条  エーザイ㈱組織改変に伴う事業所の名称および事務担当者の変更 

・第１３条 （イ）項：ロ 変更 

    平成１３年４月１日 改訂 

・第９条  （４）項：ロ 変更 

・第１１条 （４）項：エーザイ㈱事務担当者の変更 

    平成１５年４月１日 改訂   

・第１３条 （イ）項：削除 

    平成２０年４月１日 改訂 

・第５条  （２）参与の任期 



    平成２０年８月２７日 改訂 

     ・第 9条  （１）項：ロ 会員全員で行うリクレーション名の明記 

           （４）項：ロ 平成１４年度より同好趣味の会をスタートさせるを削除 

           （６）項：削除  

    平成２２年１２月９日 改訂 

     ・第９条  （１）項：ハ 追加 

           （５）項：イ．を、削除する。ロ．をイ．とする 

    平成２３年１２月８日 改訂 

・第５条  （１）項、改訂 

      （２）項 追加 

      （３）項 改定追加 

・第９条  （１）項 中四国・北陸に、を 近畿以外に 変更 

      （５）項：イ．弔電 会長名 を 支部長名  

    ２０１２年１０月１日 改訂   

・第９条  （４）項：ロ．③ を削除 

      （５）項：イ．を 改訂 

    ２０１３年３月１５日 改訂 

     ・第９条  （１）項：ハ．を 改訂 

      （５）項：イ、を 改訂 

    ２０１３年８月２２日 改訂 

     ・第９条  （５）項：イを追加 従来のイを ロに変更        

    ２０１４年３月１４日 改訂       

・第９条  （１）項：ハ を削除  

    ２０１５年４月１６日 改訂 

・第９条  （５）項：イを削除し、従来のロをイにする。 

    ２０１８年３月２日 改訂 

     ・第１０条 （運営費）を（運営）に変更 

    ２０１９年３月１日 改訂 

     ・第４条  （入会）項：入会時のみ１０００円を徴収しに変更 

     ・第９条  （２）項：イ、会員名簿作成 のみとし、発行は・・以降を削除  

     ・第１０条 （運営）項：本会の運営費・・を本会の運営に関する・・に変更 

     ・第１１条 （事務局の設置）（５）項：①、②を全文削除し事務局長の指示により会議室 

の予約を行うとする 

    ２０１９年８月２２日 改定 

     ・第５条（役員）役員再任の制限 

（１） ７３歳を７５歳に変更 

       （３）の内容変更 

   （４）を追加 

    ２０２４年４月１８日 改訂  

 ・第９条  （５）イ．会員が死亡したときは、支部より香典（1万円）を供する。 

       を削除する 

 


